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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。

　　　　　　目　　次

規　則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ページ

　◎高知県事務処理規則の一部を改正する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 4・ 1掲示〉　　 1

規 則

高知県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 5年 4月 1日（掲示済）

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第39号

高知県事務処理規則の一部を改正する規則

高知県事務処理規則（平成15年高知県規則第44号）の一部を次のように改正する。

第 3条の 2の表中

国営農地整備推進監

ＩｏＰ推進監

ＩｏＰ推進監

国営農地整備推進監

(17)　個

人情報

の保護

に関す

る こ

と。

ア　高知県行政

不服審査会へ

の諮問

イ　保有個人情

報の開示決定

等、訂正決定

等及び利用停

止決定等並び

に開示請求、

訂正請求及び

利用停止請求

に係る不作為

に関する審査

請求に対する

裁決

 

〇

〇

「

「

「

を削る。

第 3条の 3の表中

に改める。

別表第 1 の 2 の(16)の項中「情報公開」を「情報の公開」に改め、同表の 2 の(16)のオの項中

「アからエまで」を「エ」に、「に関すること。」を「の実施等」に改め、同表の 2の(17)の項を

次のように改める。

を

」

」

」

国営農地整備に関する事務

ＩｏＰ推進に関する事務

ＩｏＰ推進に関する事務

国営農地整備に関する事務
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ウ　保有個人情

報の開示決定

等、訂正決定

等及び利用停

止決定等並び

に当該開示決

定等、訂正決

定等及び利用

停止決定等に

係る通知

エ　保有個人情

報の開示決定

等に係る第三

者からの意見

の聴取及び第

三者への通知

オ　ウ及びエの

事項以外の保

有個人情報の

開示、訂正及

び利用停止の

実施等

カ　アからオま

での事項以外

の個人情報の

保護に関する

こと。

〇

〇

〇

〇

別表第 1の 3の( 6 )の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定

再任用短時間勤務職員」に改め、同表の 3の(11)の項中「部分休業」を「高齢者部分休業及び部分

休業」に改め、同表の 5の( 4 )の項及び 5の( 5 )の項を次のように改める。

( 4 )　請願、陳情等に関す

ること。

( 5 )　( 4 )のうち重要なも

の

〃

財政負担を伴

うものについ

ては、総務部

長及び財政課

長に合議す

る。

 

○

○

別表第 1中 5の( 9 )の項を 5の(10)の項とし、 5の( 8 )の項を 5の( 9 )の項とし、 5の( 7 )の項

を 5の( 8 )の項とし、 5の( 6 )の項を 5の( 7 )の項とし、同表の 5の( 5 )の項の次に次のように加

える。

別表第 1備考 3中「ＩｏＰ推進監」を「ＩｏＰ推進監、国営農地整備推進監」に改め、同表備考

5中「、国営農地整備推進監」を削り、同表備考11中「当該地域支援企画員（総括）」を「地域支

援企画員（総括）以外の職員に係るものにあっては当該地域支援企画員（総括）が、地域支援企画

員（総括）に係るものにあっては当該地域産業振興監」に改める。

別表第 2の 4の項中「個人情報」を「保有個人情報」に、「是正決定等」を「利用停止決定等」

に、「是正の実施等」を「利用停止の実施等のほか、個人情報の保護」に改め、同表の13の項中

「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員」に改

め、同表の18の項中「部分休業」を「高齢者部分休業及び部分休業」に改め、同表備考10中「、19

から22まで及び24から28まで」を「及び19から28まで」に改め、同表中備考18及び備考19を削り、

備考20を備考18とし、備考21を備考19とし、備考22を備考20とする。

別表第 3の 1の( 2 )の表 1の10の項を次のように改める。

( 6 )　( 4 )のうち軽易なも

の

財政負担を伴

うものについ

ては、財政課

長に合議す

る。

○

10　個人情

報の保護

に関する

法律（平

成15年法

律 第 5 7

号。以下

この項に

お い て

「法」と

いう。）

及び高知

県個人情

報の保護

に関する

法律施行

条例（令

和 4年高

知県条例

第34号。

以下この

項におい

( 1 )　個人情報ファイル簿

の公表（法第75条第 1

項）

( 2 )　行政機関等匿名加工

情報をその用に供して行

う事業に係る提案募集

（法第111条）

( 3 )　高知県個人情報保護

審議会からの意見の聴取

（条例第 9条第 2項）

( 4 )　高知県個人情報保護

審議会の庶務（高知県個

人情報保護審議会規則

（令和 5年高知県規則第

21号）第 6条）

( 5 )　個人情報の保護に関

する運用状況の公表（条

例第16条第 1項）

 

○

○

○

○

○
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項を同表の 3 の( 5 )の表40の(12)の項とし、同表の 3 の( 5 )の表40の( 9 )の項中「第55条第 1 項

（法第62条第 1項及び第 3項」を「第60条第 1項（法第68条第 1項及び第 3項」に改め、同項を同

表の 3の( 5 )の表40の(11)の項とし、同表の 3の( 5 )の表40の( 8 )の項中「第54条（法第62条第 1

項及び第 3項」を「第59条（法第68条第 1項及び第 3項」に改め、同項を同表の 3の( 5 )の表40の

(10)の項とし、同表の 3の( 5 )の表40の( 7 )の項の次に次のように加える。

別表第 3の 3の( 5 )の表43の項中「ふぐ取扱い条例」を「高知県ふぐ取扱条例」に改め、同表の

3の( 5 )の表49の( 9 )の項中「( 8 )」を「( 9 )」に改め、同項を同表の 3の( 5 )の表49の(10)の項

とし、同表の 3の( 5 )の表49の( 8 )の項中「第 7条第 1項第 7号及び第 2項」を「第 7条第 1項第

8号及び第 2項」に改め、同項を同表の 3の( 5 )の表49の( 9 )の項とし、同表の 3の( 5 )の表49の

( 7 )の項の次に次のように加える。

別表第 3の 4の( 1 )の表 9の( 1 )の項中「第 3条第 7項及び」を「第 3条第 2項及び第12条並び

に」に改め、同表の 4の( 1 )の表11の( 1 )の項中「及び」を「及び第12条並びに」に改め、同表の

4 の( 1 )の表12の( 1 )の項中「及び」を「及び第15条並びに」に改め、同表の 4 の( 1 )の表18の

(21)の項から18の(26)の項までの規定中「生活保護法」を「保護法」に改め、同表の 4の( 2 )の表

9の項中「社会福祉士及び介護福祉法（」を「社会福祉士及び介護福祉士法（」に改め、同表の 4

の( 2 )の表 9の( 3 )の項及び 9の( 4 )の項中「社会福祉士及び介護福祉法施行令」を「社会福祉士

及び介護福祉士法施行令」に改め、同表の 4の( 2 )の表 9の( 9 )の項中「登録等及び当該登録の更

新等（法附則第 7条及び第 8条第 1項並びに法附則第 9条第 1項並びに同条第 2項において準用す

る法附則第 7条及び第 8条第 1項」を「登録及び当該登録の更新（法附則第15条第 1項及び第16条

第 1項」に改め、同表の 4の( 2 )の表 9の(10)の項中「附則第11条、第12条第 1項及び第13条」を

「附則第18条、第19条第 1項及び第20条」に改め、同表の 4の( 2 )の表 9の(11)の項中「附則第14

条から第16条まで」を「附則第21条から第23条まで」に改め、同表の 4の( 2 )の表 9の(12)の項中

「附則第18条」を「附則第25条」に改め、同表の 4 の( 2 )の表 9 の(13)の項中「附則第20条第 1

項」を「附則第27条第 1項」に改め、同表の 4の( 2 )の表 9の(14)の項中「附則第20条第 2項」を

「附則第27条第 2項」に改め、同表の 4の( 3 )の表 2の(23)の項中「児童家庭課」を「子ども家庭

課」に改め、同表の 4の( 3 )の表 4の(18)の項中「第89条第 1項及び第 6項」を「第89条第 1項及

て 「 条

例」とい

う。）に

関する事

務

( 6 )　本人の数が1,000人

に満たない個人情報ファ

イルの概要の公表（条例

第16条第 2項）

( 7 )　( 1 )から( 6 )までの

事項以外の法及び条例に

関すること。

○

○

別表第 3の 1の( 4 )の表 1の( 7 )の項中「配偶者同行休業」を「高齢者部分休業、配偶者同行休

業」に改め、同表の 1の( 7 )の表11の項を同表の 1の( 7 )の表12の項とし、同表の 1の( 7 )の表10

の項中「〃」を「県税事務所長」に改め、同項を同表の 1の( 7 )の表11の項とし、同表の 1の( 7 )

の表 9の項の次に次のように加える。

別表第 3の 3の( 1 )の表 1の項中「第 6条第 3項」を「第 6条第 3項本文」に改め、同表の 3の

( 1 )の表 2の項中「第 6条第 3項」を「第 6条第 3項本文」に改め、同表の 3の( 1 )の表 3の項中

「第 9条」を「第 9条本文」に改め、同表の 3の( 4 )の表 2の( 4 )の項中「第14条の 2第 1項及び

第 8項」を「第14条の 2第 1項及び第 7項」に改め、同表の 3の( 4 )の表 2の(31)の項中「第44条

の 7第 1項」を「第44条の11第 1項」に改め、同表の 3の( 5 )の表 2の( 1 )の項中「第 4条第 1項

及び第 4項」を「第 4条第 1項及び第 3項」に改め、同表の 3の( 5 )の表 2の( 5 )の項中「第17条

第 2項」を「第18条第 1項」に改め、同表の 3の( 5 )の表 2の(10)の項中「第36条の 3第 1項」を

「第36条の 3」に改め、同表の 3の( 5 )の表40の( 6 )の項中「第52条（法第62条第 1項」を「第55

条（法第68条第 1項」に改め、同表の 3の( 5 )の表40の( 7 )の項中「第53条第 2項（法第62条第 1

項」を「第56条第 2項（法第57条第 2項において読み替えて準用する場合及び法第68条第 1項」に

改め、同表の 3の( 5 )の表40の(20)の項中「(19)」を「(21)」に改め、同項を同表の 3の( 5 )の表

40の(22)の項とし、同表の 3の( 5 )の表中40の(19)の項を40の(21)の項とし、40の(18)の項を40の

(20)の項とし、40の(17)の項を40の(19)の項とし、40の(16)の項を40の(18)の項とし、40の(15)の

項を40の(17)の項とし、40の(14)の項を40の(16)の項とし、同表の 3 の( 5 )の表40の(13)の項中

「(11)」を「(13)」に改め、同項を同表の 3の( 5 )の表40の(15)の項とし、同表の 3の( 5 )の表40

の(12)の項中「(11)」を「(13)」に改め、同項を同表の 3の( 5 )の表40の(14)の項とし、同表の 3

の( 5 )の表40の(11)の項を同表の 3の( 5 )の表40の(13)の項とし、同表の 3の( 5 )の表40の(10)の

項中「第56条（法第62条第 1項及び第 3項」を「第61条（法第68条第 1項及び第 3項」に改め、同

10　高知県

環境不動

産の建築

の促進に

関する条

例（令和

5年高知

県条例第

1号）に

関する事

務

県税の課税免除の承認等

に関すること。

○

( 8 )　営業の届出の受理

（法第57条第 1項（法第

68条第 1項及び第 3項に

おいて準用する場合を含

む。））

( 9 )　食品等の回収の届出

の受理（法第58条第 1項

（法第68条第 1項におい

て準用する場合を含

む。））

( 8 )　食品の回収の届出の

受理（法第10条の 2第 1

項及び政令第 7条第 1項

第 7号）

〃

〃

〃

○

○

○
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び第89条の 2 」に改め、同表の 4 の( 6 )の表 8 の項中「（昭和39年法律第129号）」を「（昭和39

年法律第129号。以下この項において「法」という。）」に改め、同表の 4 の( 7 )の表 3 の( 1 )の

項中「〃」を「関係する課長」に改め、同表の 5の( 3 )の表 5の( 1 )の項中「第 6条及び不当景品

類及び不当表示防止法第12条の規定による権限の委任等に関する政令（平成21年政令第218号）第

10条第 1 項」を「第 7 条及び不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成21年政令第218号）第23

条第 1項」に改め、同表の 5の( 3 )の表 5の( 2 )の項中「不当景品類及び不当表示防止法第12条の

規定による権限の委任等に関する政令第10条第 2項」を「不当景品類及び不当表示防止法施行令第

23条第 2項」に改め、同表の 7の( 1 )の表 1の項を次のように改める。

別表第 3の 7の( 1 )の表 2の( 1 )の項中「〃」を「関係する部局長」に改め、同表の 7の( 1 )の

表 2の( 4 )の項中「( 3 )」を「( 4 )」に改め、同項を同表の 7の( 1 )の表 2の( 5 )の項とし、同表

の 7 の( 1 )の表 2 の( 3 )の項を同表の 7 の( 1 )の表 2 の( 4 )の項とし、同表の 7 の( 1 )の表 2 の

( 2 )の項の次に次のように加える。

別表第 3の 7の( 1 )の表 3の項に次のように加える。

別表第 3の 7の( 1 )の表 4の( 4 )の項中「( 3 )」を「( 4 )」に改め、同項を同表の 7の( 1 )の表

4の( 5 )の項とし、同表の 7の( 1 )の表中 4の( 3 )の項を 4の( 4 )の項とし、 4の( 2 )の項を 4の

( 3 )の項とし、同表の 7の( 1 )の表 4の( 1 )の項の次に次のように加える。

別表第 3の 7の( 1 )の表 6の項に次のように加える。

別表第 3 の 8 の( 3 )の表13の項中「中小企業における経営の承認の円滑化に関する法律（」を

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（」に、「以下「法」」を「以下この項にお

いて「法」」に改め、同表の 8の( 3 )の表13の( 1 )の項中「中小企業における経営の承認の円滑化

に関する法律施行令」を「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令」に改め、同

1　離島振

興法（昭

和28年法

律 第 72

号）に関

する事務

( 1 )　離島振興計画の策定

及び変更（離島振興法第

4条第 1項及び第15項）

( 2 )　( 1 )のうち軽微な変

更に係るもの

関係す

る部局

長

○

○

( 3 )　( 2 )のうち軽微な変

更に係るもの

( 3 )　( 2 )のうち軽微な変

更に係るもの

( 2 )　( 1 )のうち軽微な変

更に係るもの

( 3 )　( 2 )のうち軽微な変

更に係るもの

○

○

○

○

表の 8の( 3 )の表13の( 2 )の項中「中小企業における経営の承認の円滑化に関する法律施行規則」

を「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」に改め、同表の 8の( 3 )の表13

の( 8 )の項中「中小企業における経営の承認の円滑化に関する法律施行令」を「中小企業における

経営の承継の円滑化に関する法律施行令」に改め、同表の 8の( 4 )の表14の項中「第10条第 1項及

び第11条」を「第13条第 1項及び第14条」に改め、同表の 8の( 4 )の表に次のように加える。

15　労働者

協同組合

法（令和

2年法律

第78号。

以下この

項におい

て「法」

という｡)

に関する

事務

( 1 )　労働者協同組合の一

時役員の選任（法第37条

第 2項）

( 2 )　特定労働者協同組合

の認定（法第94条の 2）

( 3 )　特定労働者協同組合

の変更の認定（法第94条

の 9第 1項）

( 4 )　特定労働者協同組合

の認定の取消し（法第94

条の19第 1 項及び第 2

項）

( 5 )　労働者協同組合に対

する報告の徴取及び検査

（法第125条及び第126条

第 1項）

( 6 )　労働者協同組合に対

する措置命令、業務の停

止及び役員の改選の命令

並びに解散命令（法第

127条第 1 項から第 3 項

まで）

( 7 )　組織変更後組合の行

う事業が特定非営利活動

に係る事業に該当するこ

との確認及び当該確認の

取消し（法附則第20条第

2項及び第 3項）

( 8 )　特定残余財産の帰属

に関する確認（法附則第

24条第 2項）

○

○

○

○

○

○

○

○
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( 9 )　( 1 )から( 8 )までの

事項以外の法に関するこ

と。

○

別表第 3の 9の( 3 )の表 1の( 1 )の項中「変更等」を「決定」に、「第 2条ただし書」を「第 2

条」に改め、同表の 9の( 3 )の表 1の( 2 )の項中「利用時間」を「開館時間」に、「高知県立足摺

海洋館の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和50年高知県規則第15号）第 2条第 2項」を「条

例第 2条の 2第 2項」に改め、同表の 9の( 3 )の表 1の( 5 )の項中「高知県立足摺海洋館の設置及

び管理に関する条例施行規則」を「高知県立足摺海洋館の設置及び管理に関する条例施行規則（昭

和50年高知県規則第15号）」に改め、同表の10の( 2 )の表 1の( 2 )の項中「青年農業者等育成セン

ター」を「農業経営・就農支援センター」に、「第14条の11」を「第11条の11」に改め、同表の10

の( 4 )の表 2の( 1 )の項及び 2の( 2 )の項を次のように改める。

別表第 3の10の( 4 )の表 5の( 1 )の項中「防除計画」を「総合防除計画」に、「第24条第 2項及

び第 4項」を「第22条の 3」に改め、同表の10の( 4 )の表 5の( 4 )の項中「( 3 )」を「( 6 )」に改

め、同項を同表の10の( 4 )の表 5の( 7 )の項とし、同表の10の( 4 )の表中 5の( 3 )の項を 5の( 6 )

の項とし、 5の( 2 )の項を 5の( 5 )の項とし、同表の10の( 4 )の表 5の( 1 )の項の次に次のように

加える。

( 1 )　普通肥料の登録（法

第 4 条第 1 項及び第 3

項）

( 2 )　肥料の譲渡及び引渡

しの制限及び禁止並びに

登録の取消し（法第31条

第 2項及び第 3項）

( 2 )　農業者に対する遵守

事項に即した指定有害動

植物の防除を行うために

必要な指導及び助言（法

第24条の 2）

( 3 )　農業者に対する遵守

事項に即した指定有害動

植物の防除を行うべきこ

との勧告及び当該勧告に

係る措置命令（法第24条

の 3）

( 4 )　農作物の栽培地への

立入調査等（法第24条の

4第 1項）

○

○

○

○

○

別表第 3の11の( 2 )の表 2の項中「第 6条第 4項」を「第 6条第 5項」に改め、同表の11の( 2 )

の表中14の項を15の項とし、13の項を14の項とし、12の項を13の項とし、11の項を12の項とし、10

の項を11の項とし、 9の項を10の項とし、 8の項を 9の項とし、 7の項を 8の項とし、 6の項を 7

の項とし、 5の項を 6の項とし、 4の項を 5の項とし、 3の項の次に次のように加える。

4　スマー

ト林業支

援事業に

関する事

務

15　四国カ

ルスト県

立自然公

園公園施

設に関す

る事務

スマート林業支援事業費

補助金に係る検査に関する

こと。

( 1 )　休園日の変更等（高

知県四国カルスト県立自

然公園公園施設の設置及

び管理に関する条例（令

和 4 年高知県条例第36

号。以下この項において

「条例」という。）第 3

条ただし書）

( 2 )　行為の制限（条例第

5条）

( 3 )　利用料金及び使用料

の減免（条例第15条及び

第17条第 3項において読

み替えて準用する条例第

15条）

〃

指定管

理者が

行うこ

とがで

きない

場合に

限る。

○  

○

○

○

別表第 3の11の( 3 )の表 1の( 5 )の項中「第20条及び第21条」を「第22条及び第23条」に改め、

同表の11の( 3 )の表 2の( 1 )の項中「（森林組合生産性向上支援補助に係るものを除く。）」を削

り、同表の11の( 3 )の表 5の( 2 )の項中「緊急間伐総合支援事業費補助金」を「みどりの環境整備

支援事業費補助金」に改め、同表の11の( 3 )の表 6の項を削り、同表の11の( 3 )の表 7の( 2 )の項

中「運搬等」を「運搬、省力・低コスト施業の取組、再造林基金団体が実施する再造林等及び新規

造林事業者の資機材整備」に改め、同表の11の( 3 )の表中 7の項を 6の項とし、 8の項を 7の項と

し、 9の項を 8の項とし、10の項を 9の項とし、11の項を10の項とし、12の項を11の項とし、同表

の11の( 4 )の表 6の( 1 )の項中「及び原木安定取引推進事業」を削り、同表の11の( 6 )の表 4の項

中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネル

ギーへの転換等に関する法律」に改め、同表の11の( 7 )の表に次のように加える。
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( 4 )　施設、設備等の損傷

及び滅失による損害の認

定（条例第19条）

( 5 )　( 1 )から( 4 )までの

事項以外の四国カルスト

県立自然公園公園施設に

関すること。

○

○

別表第 3の11の( 8 )の表 6の(26)の項中「(25)」を「(26)」に改め、同項を同表の11の( 8 )の表

6の(27)の項とし、同表の11の( 8 )の表 6の(25)の項中「(21)」を「(22)」に改め、同項を同表の

11の( 8 )の表 6 の(26)の項とし、同表の11の( 8 )の表中 6 の(24)の項を 6 の(25)の項とし、 6 の

(23)の項を 6の(24)の項とし、 6の(22)の項を 6の(23)の項とし、 6の(21)の項を 6の(22)の項と

し、 6の(20)の項を 6の(21)の項とし、 6の(19)の項を 6の(20)の項とし、 6の(18)の項の次に次

のように加える。

別表第 3の13の( 7 )の表 1の( 5 )の項を同表の13の( 7 )の表 1の( 6 )の項とし、同表の13の( 7 )

の表 1の( 4 )の項の次に次のように加える。

別表第 3の13の( 3 )の表中22の( 3 )の項及び22の( 4 )の項を削り、22の( 5 )の項を22の( 3 )の項

とし、22の( 6 )の項を22の( 4 )の項とし、同表の13の( 6 )の表 1の(20)の項中「第69条第 2項」を

「第69条第 2 項において準用する法第44条第 6 項及び第 7 項」に改め、同表の13の( 6 )の表 1 の

(23)の項中「第72条第 2項」を「第72条第 2項において準用する法第44条第 6項及び第 7項」に改

め、同表の13の( 6 )の表 1の(26)の項中「第69条第 2項」を「第44条第 6項及び第 7項」に改め、

同表の13の( 7 )の表 1 の(13)の項中「(12)」を「(14)」に改め、同項を同表の13の( 7 )の表 1 の

(15)の項とし、同表の13の( 7 )の表 1の(12)の項中「( 6 )から(11)まで」を「( 8 )から(13)まで」

に改め、同項を同表の13の( 7 )の表 1の(14)の項とし、同表の13の( 7 )の表中 1の(11)の項を 1の

(13)の項とし、 1の(10)の項を 1の(12)の項とし、 1の( 9 )の項を 1の(11)の項とし、 1の( 8 )の

項を 1の(10)の項とし、 1の( 7 )の項を 1の( 9 )の項とし、 1の( 6 )の項を 1の( 8 )の項とし、同

項の前に次のように加える。

(19)　解体等工事に係る調

査結果の報告の受理（法

第18条の15第 6 項）

( 7 )　都市計画事業の認可

等の告示があった事業地

内における土地の形質の

変更、建築物の建築等の

許可（法第65条第 1項）

( 5 )　都市計画施設の区域

及び市街地開発事業の施

行区域内における建築物

の建築の許可（法第53条

〃

○

○

○

第 1項）

別表第 3の13の( 7 )の表 3の( 5 )の項中「第 2条第11号」を「第 2条第13号」に改め、同表の13

の( 7 )の表 6の(15)の項中「(14)」を「(20)」に改め、同項を同表の13の( 7 )の表 6の(21)の項と

し、同表の13の( 7 )の表中 6の(14)の項を 6の(20)の項とし、 6の(13)の項を 6の(19)の項とし、

6の(12)の項を 6の(18)の項とし、 6の(11)の項を 6の(17)の項とし、 6の(10)の項を 6の(16)の

項とし、同項の前に次のように加える。

別表第 3 の13の( 7 )の表中 6 の( 9 )の項を 6 の(13)の項とし、 6 の( 8 )の項を 6 の(12)の項と

し、同項の前に次のように加える。

別表第 3の13の( 7 )の表 7の(16)の項中「(15)」を「(28)」に改め、同項を同表の13の( 7 )の表

7の(29)の項とし、同項の前に次のように加える。

(14)　地方住宅供給公社の

施行規程及び事業計画の

認可（法第71条の 2第 1

項）

(15)　地方住宅供給公社の

施行規程及び事業計画の

変更の認可（法第71条の

3第14項）

( 8 )　区画整理会社に係る

土地区画整理事業の施行

の認可（法第51条の 2第

1項）

( 9 )　区画整理会社の規準

及び事業計画の変更の認

可（法第51条の10第 1

項）

(10)　区画整理会社の合

併、事業の譲渡等の認可

（法第51条の11第 1項）

(11)　区画整理会社による

土地区画整理事業の廃止

及び終了の認可（法第51

条の13第 1項）

○

○

○

○

○

○

(23)　再開発会社に対する

必要な措置の命令及び市

○
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街地再開発事業の施行の

認可の取消し（法第125

条の 2 第 3 項及び第 4

項）

(24)　再開発事業計画の認

定（法第129条の 3）

(25)　再開発事業計画の変

更の認定（法第129条の

5第 1項）

(26)　認定事業者の地位の

承継の承認（法第129条

の 7）

(27)　認定事業者に対する

改善命令（法第129条の

8）

(28)　再開発事業計画の認

定の取消し（法第129条

の 9第 1項）

○

○

○

○

○

別表第 3 の13の( 7 )の表中 7 の(15)の項を 7 の(22)の項とし、 7 の(14)の項を 7 の(21)の項と

し、同項の前に次のように加える。

別表第 3 の13の( 7 )の表 7 の(13)の項中「認可（法第118条の 6 第 1 項」を「認可及び変更の認

可（法第118条の 6 第 1 項及び同条第 4 項において準用する同条第 1 項」に改め、同項を同表の13

の( 7 )の表 7の(19)の項とし、同表の13の( 7 )の表 7の(12)の項を同表の13の( 7 )の表 7の(18)の

項とし、同表の13の( 7 )の表 7 の(11)の項中「認可（法第72条第 1 項」を「認可及び変更の認可

（法第72条第 1項及び同条第 4項において準用する同条第 1項」に改め、同項を同表の13の( 7 )の

表 7の(17)の項とし、同表の13の( 7 )の表 7の(10)の項を同表の13の( 7 )の表 7の(16)の項とし、

同項の前に次のように加える。

(20)　再開発会社の事業の

代行の開始の決定（法第

118条の30第 1項）

(14)　市町村による市街地

再開発事業の事業計画に

定めた設計の概要につい

ての変更の認可（法第56

条において準用する法第

51条第 1項）

○

○

(15)　地方住宅供給公社の

施行規程及び事業計画の

認可及び変更の認可（法

第58条第 1項）

○

別表第 3の13の( 7 )の表 7の( 9 )の項を同表の13の( 7 )の表 7の(13)の項とし、同表の13の( 7 )

の表 7の( 8 )の項の次に次のように加える。

別表第 3の13の( 8 )の表 2の( 1 )の項中「協議（法第 2条の 2第 7項及び同条第 9項において準

用する同条第 7項」を「届出（法第 2条の 2第10項及び同条第12項において準用する同条第10項」

に改め、同表の13の( 8 )の表 3の( 3 )の項中「及び定期検査についての」を「についての必要な」

に改め、「及び第12条の 2」を削り、同表の13の( 8 )の表 3の( 8 )の項中「助言及び指導」を「指

導及び助言」に改め、同表の13の( 8 )の表中 5の(19)の項を 5の(22)の項とし、 5の(18)の項を 5

の(21)の項とし、 5の(17)の項を 5の(20)の項とし、 5の(16)の項を 5の(19)の項とし、 5の(15)

の項を 5の(18)の項とし、 5の(14)の項を 5の(17)の項とし、 5の(13)の項を 5の(16)の項とし、

5 の(12)の項を 5 の(15)の項とし、同表の13の( 8 )の表 5 の(11)の項中「( 3 )から( 9 )まで」を

「( 3 )から( 5 )まで及び( 9 )から(12)まで」に改め、同項を同表の13の( 8 )の表 5 の(14)の項と

し、同表の13の( 8 )の表 5の(10)の項中「( 3 )から( 9 )まで」を「( 3 )から( 5 )まで及び( 9 )から

(12)まで」に改め、同項を同表の13の( 8 )の表 5の(13)の項とし、同表の13の( 8 )の表 5の( 9 )の

項中「( 6 )」を「( 9 )」に改め、同項を同表の13の( 8 )の表 5の(12)の項とし、同表の13の( 8 )の

表 5の( 8 )の項中「( 6 )」を「( 9 )」に改め、同項を同表の13の( 8 )の表 5の(11)の項とし、同表

の13の( 8 )の表 5の( 7 )の項中「( 6 )」を「( 9 )」に改め、同項を同表の13の( 8 )の表 5の(10)の

項とし、同表の13の( 8 )の表 5 の( 6 )の項を同表の13の( 8 )の表 5 の( 9 )の項とし、同表の13の

( 8 )の表 5の( 5 )の項の次に次のように加える。

( 9 )　再開発会社による市

街地再開発事業の施行の

認可（法第50条の 2第 1

項）

(10)　再開発会社の規準及

び事業計画の変更の認可

（法第50条の 9第 1項）

(11)　再開発会社の合併及

び分割並びに事業の譲渡

及び譲受の認可（法第50

条の12第 1項）

(12)　再開発会社による市

街地再開発事業の終了の

認可（法第50条の15第 1

項）

○

○

○

○
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( 6 )　公募対象公園施設の

公募設置等指針の策定

（法第 5条の 2第 1項）

( 7 )　公募対象公園施設の

設置等予定者の選定（法

第 5条の 4第 3項）

( 8 )　公募設置等計画の認

定及び変更の認定（法第

5条の 5第 1項及び第 5

条の 6第 1項）

○

○

○

別表第 3の13の(10)の表 3の項を削り、同表の13の(10)の表 4の項中「〃」を「高知県幡多土木

事務所の所管区域内でのものについては、高知県幡多土木事務所長に委任する。」に改め、同項を

同表の13の(10)の表 3 の項とし、同表の13の(10)の表中 5 の項を 4 の項とし、 6 の項を 5 の項と

し、 7の項を 6の項とし、同表の13の(10)の表 8の項を削り、同表の13の(10)の表中 9の項を 7の

項とし、10の項を 8の項とし、同表の13の(10)の表11の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律（」を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号。」

に改め、同項を同表の13の(10)の表 9の項とし、同表の14の( 2 )の表 5の項に次のように加える。

別表第 3の14の( 2 )の表 6の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任

用職員」に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

( 4 )　住民税に関するこ　

と。

〃
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